
豊 明 市 教 育 委 員 会  会 議 録
「定例会  平成２５年５月」

平成２５年５月１７日（金）午後１時３０分豊明市教育委員会５月定例会は、豊明市役所東館３

階教育委員会室に招集された。

１　応召委員は、次のとおりである。

　委　　　員　　　長  　：　山　下　徳　治　　  委員長職務代理者　 　：　堀　井　典　子 
　委　　　　　　　員  　：　青　山　佳　代　 　 委　　　　　　員　   ：　兼　子　幸　夫

　教 　 　育　　　長　　：　市　野　光　信

２　不応召委員は、次のとおりである。

　な　し

３　出席委員は、次のとおりである。

　委　　　員　　　長　　：　山　下　徳　治　　   委員長職務代理者　  ：　堀　井　典　子

　委　　　　　　　員 　 ：　青　山　佳　代　　　 委　　　　　　員    ：　兼　子　幸　夫 
　教  　  育    　長    ：　市　野　光　信

　

４　会議事件説明のため出席を求めたものは、次のとおりである。

　教 　育 　部 　長　：  津　田　　潔 　　　指   導   室   長　　　：　小　出　貴　之　

　学 校 教 育 課 長  ：  下　廣　信　秀　　 生 涯 学 習 課 長　　　：　樋　口　　進　

  図　 書　 館　 長　：　神　谷　元　弘 　　福 祉 体 育 館 長　　　：　伊　藤　孝　士

  給食センター長　　 ：　石　川　　広　　　 学校教育課長補佐　　　 ：　近　藤　恒　明 

　学校教育課長補佐　 ：  濵　島　英　生

　

５　欠席委員は次のとおりである。

　な　し　

６　本会の事務に従事したものは、次のとおりである。

 学校教育課　専門員　加 納　真由美

　 本会事件は、次のとおりである。

議案

　（１）教育委員会補正予算（案）について

　（２）中央小学校増築計画について

（３）豊明市立小中学校体育施設スポーツ開放条例について

報告

　（１）平成２５年度現職教育事業について

　（２）平成２５年度中学生海外派遣事業について

　（３）各種委員会の委嘱について

その他

　（１）学校訪問等の公開授業について

　　　　(愛知地区現職教育委員会・愛日地方教育事務協議会主催）



　（２）福祉体育館耐震工事工程表

　（３）豊明市バレーボールフレンドシップキャンプについて

　（４）放課後子ども教室視察（愛知郡東郷町立東郷小学校）

　（５）次回教育委員会の日程について

学校教育課長　本日の定例教育委員会に傍聴の申し出があり、「豊明市教育委員会傍聴規則第２

　条」により、傍聴人の氏名・住所の届出がありましたのでご報告いたします。

委員長　委員の皆さんにお諮りいたします。報告がありましたとおり、傍聴人の入室を許可して

　よろしいですか。

委　員　（承諾）

委員長　それでは、傍聴人の入室を許可いたします。

・・・傍聴人入室・・・

委員長　傍聴人に申し上げます。豊明市教育委員会傍聴規則の各条項を十分遵守して傍聴してく

　ださい。

開 会 宣 言　午後１時３０分、５月定例教育委員会の開催を宣言。

会議録承認　４月定例会（４月１９日分）、５月臨時会（５月９日分）の会議録について、承認

　する旨確認。

委員長報告　私からは２点報告をします。まず、５月７日に市Ｐ連総会に参加しました。昨年度

　の市Ｐ連会長は栄小学校のＰＴＡ会長さんでしたが、ＰＴＡ活動を良く理解され十二分な活躍 
　をしていただき感謝しています。ＰＴＡと教員は車の両輪のように今後も協力して学校運営を

　おこなっていただきたいと思います。次に５月９日の臨時教育委員会は大変ご苦労様でした。

　中央小学校で増築工事について現場と意見交換を行い、その後教育委員会室において協議を行

　いました。大変難しい問題ではありますが現場と事務局が協力して良い事業を行いたいと思い

　ます。また、今日は東郷小学校の放課後子ども教室の視察を行いますのでよろしくお願いしま

　す。委員長報告は以上です。次に教育長報告をお願いします。

教育長報告　私からは３点報告をさせていただきます。１点目は度々お伝えしていますが、星城

　高校バレーボール部との交流会について日時が決まりました。福祉体育館において６月８日土

　曜日午後０時３０分となりました。詳細はお手元の資料により後ほど事務局から説明させてい

　ただきます。豊明市と石田学園はこの事業を契機として今後も協力していける関係を構築する

　ことになりました。２点目は４月２５日に開催された市民大学ひまわりの前期開校式について

　です。この開校式にはひまわりの役員、講師、生徒が参加しました。私は挨拶のなかで市民が

　作りあげる講座で学びあい知識を習得し、この市民大学が今後も継続発展することで人づくり

　や地域づくりに役立つと考えていることと、講師と生徒さんがお互いに楽しんで講座を開催し

　ていただきたいとお願いしました。３点目は石川県能登市に地区内の１０４人の教育長が参加

　して開催された５月１･２日の東海北陸都市教育長協議会の総会及び分科会についてです。

　分科会は教育行財政部会、学校教育部会、生涯学習部会の三部会あり私は教育行財政部会に参

　加しました。テーマは「学校適正規模と学校再編」で、分科会では加賀市の朝日教育長が発表



　されました。加賀市は人口約７万人と豊明市をわずかに上回る程度ですが面積は１３倍もあり、

　小学校が２１校児童数が３,４５２人、中学校が６校生徒数が１,９８０人であり、過少規模に

　分類される学校が６小学校と１中学校あるという現状です。加賀市は僻地ではないが、少子化

　により児童生徒が今後も減っていくことから、過疎化ではなく少子化により学校統廃合を行っ

　た市があれば先進事例を聞きたい。また、１校の児童生徒数に限界ラインを引くとしたらその

　人数はどの程度か、学校教育の最終目標である人格形成の場であることを大前提として集団的

　学習の場として最も望ましい環境とは何か、人数が減れば統廃合するという理論で本当に良い

　のか等問題提起をされました。ちなみに石川県では全校児童生徒が２０人以下になると教頭の

　配置がされないことから２０人が限界ラインと考えているようです。また伊勢市の宮崎教育長

　の意見として、伊勢市では小学校中学校の統廃合を予定しており説明会を年間１５０回開いた

　ということです。また、理想としては子どもたちの人間関係を重視すると１クラス２５人、

　学級数は各学年２クラスが良いのではと考えているとのことでした。教育長報告は以上です。 
　

委員長　ただいまの委員長報告、教育長報告についてご意見ご質問はございますか。

委　員　伊勢市の教育長の意見にあった１クラス２５人、学年に２クラスが伊勢市の考える理想

　ということですか。

教育長　そのとおりです。

委員長　加賀市と伊勢市の話が出たわけですが、豊明市でも昨年まで適正規模について検討委員会

　で検討していただきましたが、それぞれの市によって考え方に大きな違いがありますね。

　ほかに何かありますか。（なし）では、承認とします。

　

　

　　　議 事 の 経 過

委員長　議案（１）「教育委員会補正予算(案)について」説明をお願いします。

学校教育課長、生涯学習課長　（資料第１号に沿って説明する。）　

委員長　ただいまの議案（１）について、ご意見等はございますか。

委　員　宝くじ文化公演事業は、入場料の半額以外には費用負担は無いということですか。　

生涯学習課長　入場料の半額を負担金として支払うほか、舞台製作等委託料として２５万円の経費

　が必要ですが出演者への出演料については本市の負担はありません、　

　

委員長　歳入の日本スポーツ振興センター補助金の５６７万円はどういったものですか。

体育館長　総合福祉体育館に設置されるバスケットゴールの費用に対するスポーツ振興センターか

　らの補助金です。

委員長　バスケットゴールの設置費用はいくらですか

体育館長　７２４万円の予算計上をしています。

委員長　一組の価格ですか、ずいぶん高価ですね。

体育館長　電動式のバスケットゴールとしては標準的なものです。



委員長　手動式ではなく電動式のバスケットゴールですか、分かりました。

委員長　ほかに何かありますか。（なし）では、承認とします。

　次に議案（２）「中央小学校増築計画について」説明をお願いします。

学校教育課長　（資料第２号に沿って説明を行う。）

委員長　前回の中央小学校で開催した臨時教育委員会での校長先生との話し合いの結果を踏まえ

　て、事務局にまとめてもらった案です。何かご意見はありますか。

委　員　中央小学校において校長先生の意見を伺って作成した案ですので異存はありません。

委　員　現場の声を聞いて作成したものなので、概ね良いと思います。

　

委員長　オープンスペースがあり、その面積が１教室分という現場との折衷案ということで良いと

　思います。現場と連絡を密にして事業を進めるようにしてください。では、承認とします。

　次に議案（３）「豊明市立小中学校体育施設スポーツ開放条例について」説明をお願いします。

体育館長　（資料第３号に沿って説明を行う。）

委員長　ご質問はありますか。

委　員　第４条の管理責任についてですが、開放時に適正な利用をしているかのチェックはどの

　ように行うのですか。

体育館長　開放による利用者は登録制となっており、登録団体には必ず管理責任指導員を配置する

　ことが条件となっています。利用時に事故等あるいは施設の破損等があれば速やかに体育館へ連 
　絡をすることになっており、損害賠償の規定もあります。

委員長　　ほかにご意見はありますか。（なし）では承認とします。

　次に報告（１）「平成２５年度現職教育事業について」説明をお願いします。

指導室長　（資料第４号に沿って説明を行う。）

委員長　ご質問がありましたらお願いします。

委　員　マナー講座ですが、これは保護者とのコミュニケーションをとるためのマナーを身に付け

　るということですか。

　

指導室長　対保護者ということもありますが、一般社会人としての基本的なマナーを学ぶという

　ことが大きな目的です。

委員長　１０年経験者研修の中で研修先を自分で探すことにした理由は何ですか。。　

指導室長　これまでの経験を生かしつつ、１０年後の教職経験者研修においては、研修内容や研修

　先を自ら決定し具体化する能力を身に付けさせたいということです。

委員長　地域社会においても、会合の会場確保や内容を決定する場面は多々ありますね。教員にも

　そういった機会を設ける必要があるということですね。



委　員　数々の研修が組まれていますが、本来業務に影響はないですか。

指導室長　豊明市現職教育委員会の事業として行っており、教員としての力量の向上を図るもので

　あります。他市町に比べて充実したものでありますが、かなり負担がかかっていると思います。

　また、これ以外にも多くの研修や勉強会がありますが、内容について精査して過重な負担となら

　ないようにしていきたいと思います。　

　

委員長　ほかにご意見はありますか。（なし）では承認とします。

　次に報告（２）「平成２５年度中学生海外派遣事業について」説明をお願いします。

指導室長（資料第５号に沿って説明を行う。）

委員長　何かご意見等はありますか。

委　員　今年もオーストラリアからの訪問もありますか。

指導室長　１２月に訪問を受けます。

委　員　１２月という時期は初めてですね。

委員長　海外派遣に随行される先生はどなたですか。

指導室長　団長が豊明中学校の川口教頭、引率と庶務担当として沓掛中学校の伊藤教務主任です。 

委員長　事業仕分けの対象となっていますので来年度以降は不確定ではありますが、今年度は実施

　していただきます。ほかにご意見等はありますか。（なし)では、承認とします。

　次に報告（３）「各種委員の委嘱について」説明をお願いします。

生涯学習課長　（資料第６号に沿って説明を行う。）

委員長　何かご意見はありますか。

委　員　酒井先生には、社会教育指導員としてどういった活動をしていただく予定ですか。

生涯学習課長　基本的には分室での資料整理を主に行っていただきますが、生涯学習課での一般

　事務も行っていただきます。

委　員　業務内容も相談のうえで社会教育指導員として委嘱されるわけですね。

生涯学習課長　業務内容については、これから相談をする予定です。残念ながら豊明市の歴史につ

　いての知識は持ち合わせていませんが、今後覚えていただくことになります。また、酒井さんは

　古文書が読めるということもあり候補者とさせていただきました。

委員長　ほかに何かありますか。（なし）では、承認とします。

　つぎにその他（１）「学校訪問等の公開授業について」説明をお願いします。

指導室長　（その他資料①に沿って説明を行う。）

委員長　委員のみなさんどうされますか、新任の教員の授業へ合同で出かけますか。



委　員　道徳の授業を見てみたいので、各自の希望や都合の良い日の見学としていただきたい。

委員長　では、それぞれ都合の良い日に訪問することとします。　

　つぎにその他（２）「福祉体育館耐震工事工程表」の説明をお願いします。

体育館長　（その他資料②に沿って説明を行う。）

委員長　よろしかったですか。では、安全に工事を進めてください。

　つぎにその他（３）「豊明市バレーボールフレンドシップキャンプについて」説明をお願いしま

　す。

体育館長　（その他資料③に沿って説明する。）

委員長　何かご意見等はありますか。

　

委　員　他の種目にも、こういった機会ができるといいですね。

委員長　星城高校のバレー部員はアイドル並みの人気があるので、会場での安全確保には十分気を

　付けてください。その他（４）は「放課後子ども教室視察」というこで、会議終了後に東郷町立

　東郷小学校の放課後子ども教室の視察を行いますのでよろしくお願いします。今日の視察は豊明

　小学校長との放課後子ども教室開設の打合せにあたり、教育委員として実際に現場の模様を見て

　事業についての理解を深めるためです。また、本日は東郷町長の谷教育長もお見えになるという

　ことです。それでは、その他（５）「次回教育委員会の日程について」説明をお願いします。

学校教育課長　（６月２１日（金）午前９時３０分から６月定例教育委員会、７月１９日（金）

　午前９時３０分から７月定例教育委員会を開催する旨提出。協議を行っていただく。）

委員長　では、６月定例教育委員会の日程については、６月２１日（金）午前９時３０分から、

　７月定例教育委員会の日程については、７月１９日（金）午前９時３０分からとします。

　その他に何かございますか。（なし）

閉会宣言　午後２時５０分、定例教育委員会の閉会を宣言。


